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65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保

険
者
）
の
平
成
21
年
度
～
23
年

度
の
介
護
保
険
料
が
、
3
月
市
議

会
で
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
の
改
定
に
お
い
て
、
低
所

得
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め

に
、
所
得
段
階
区
分
を
6
段
階
か

ら
9
段
階
に
変
更
し
ま
し
た
。
こ

の
多
段
階
区
分
は
、
日
本
共
産
党

も
求
め
て
き
た
も
の
で
し
た
。

今
回
の
改
定
に
よ
り
第
7
段

階
ま
で
の
方
は
、
少
し
だ
け
保
険

料
が
低
く
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
も
と
も
と
高
い
保
険
料
に
変

わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。

介
護
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ

て
10
年
と
な
り
ま
す
。
介
護
保
険

制
度
以
前
は
、
介
護
に
か
か
る
財

源
の
50
％
を
国
が
負
担
し
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
、
介
護
保
険
制

度
が
始
ま
り
、
国
の
負
担
が
25
％

に
削
減
さ
れ
、
府
・
市
で
25
％
負

担
し
、
残
り
50
％
を
保
険
料
で
負

担
す
る
こ
と
に
変
更
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
も
、
国
負
担
25
％
の

中
の
５
％
を
調
整
交
付
金
と
い

う
こ
と
で
、
各
自
治
体
へ
の
支
給

率
が
異
な
っ
て
お
り
、
交
野
市
に

は
、
こ
れ
か
ら
3
年
間
、
０
．

０
１
％
し
か
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

差
額
の
４
．
４
９
％
分
が
保
険
料

に
上
乗
せ
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ

と
も
高
い
保
険
料
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。
国
は
、
調
整
交
付
金

の
満
額
５
％
を
支
給
す
べ
き
で

あ
り
、
そ
れ
を
含
め
国
が
30
％

負
担
す
れ
ば
、
介
護
保
険
料
を
大

幅
に
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
日
本
共
産
党
は
、
介
護
保
険

料
の
引
下
げ
を
求
め
て
、
さ
ら
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

■介護保険料

第 3 期（H18 年度～H20 年度） 第 4期（H21 年度～H23 年度） 第3期との比較

所得段階区分
年額(円）

(月額(円))
所得段階区分

年額(円）

(月額(円))
年額増減額(円）

(月額増減額(円))

第
１
段
階

生活保護の受給者、老齢福
祉年金受給者で住民税世
帯非課税

（基準額×0.5）

28,176
（2,348）

第
１
段
階

生活保護の受給者、老齢福
祉年金受給者で住民税世帯
非課税

（基準額×0.5）

27,756
（2,313）

-420
（-35）

第
２
段
階

世帯全員が住民税非課税
で、課税年金収入額と合計
所得金額の合計が 80 万円
以下

（基準額×0.5）

28,176
（2,348）

第
２
段
階

世帯全員が住民税非課税
で、課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以

下（基準額×0.5）

27,756
（2,313）

-420
（-35）

第
３
段
階

世帯全員が住民税非課税
で、第 2段階以外

（基準額×0.75）

42,264
（3,522）

第
３
段
階

世帯全員が住民税非課税
で、第 2段階以外

（基準額×0.75）

41,628
(3,469）

-636
（-53）

第
４
段
階

世帯のだれかに住民税が
課税されているが
本人が住民税非課税

（基準額）

56,352
（4,696）

第
４
段
階

世帯のだれかに住民税が課
税されているが本人が住民
税非課税で、課税年金収入
額と合計所得金額の合計が
80 万円以下

（基準額×0.9）

49,956
（4,163）

-6,396
（-533）

第
５
段
階

世帯のだれかに住民税が課
税されているが本人が住民
税非課税で第 4段階を除く

（基準額）

55,500
（4,625）

-852
（-71）

第
５
段
階

本人が住民税課税で合計
所得金額 200 万円未満（基
準額×1.25）

70,440
（5,870）

第
６
段
階

本人が住民税課税で合計所
得金額が 200 万円未満

（基準額×1.25）

69,372
(5,781）

-1,068
（-89）

第
６
段
階

本人が住民税課税で合計
所得金額が 200 万円以上
（基準額×1.5）

84,528
（7,044）

第
７
段
階

本人が住民税課税で合計所
得金額が200万円以上～400
万円未満

（基準額×1.5）

83,244
（6,937）

-1,284
（-107）

※第 8段階、第 9段階は、第 3期の第 6
段階との比較

第
８
段
階

本人が住民税課税で合計
所得金額が 400 万円以上
～600 万円未満

（基準額×1.65）

91,572
（7,631）

7,044
（587）

第
９
段
階

本人が住民税課税で合計
所得金額が 600 万円以上

（基準額×1.8）

99,900
（8,325）

15,372
（1,281）


